
雇用契約書（有期契約・パートタイマー・アルバイト）

[bookmark: _Hlk144293768]株式会社○○○○（以下「甲」という）は、●●●●（以下「乙」という）と以下のとおり雇用契約を締結する。

【労働条件】
	契約期間
	期間の定め有　（○○○○年○○月○○日 ～ ○○○○年○○月○○日）

	契約更新
	１　契約更新の有無　　イ　更新することがある　　　ハ　更新しない

２　契約の更新は、契約期間満了日の少なくとも30日前に甲乙協議の上、
決定する。甲は決定事項を書面により乙に通知する。　
３　　契約の更新は、以下の要件により判断する。
(1) 甲乙の契約更新の意思
(2) 契約更新時の業務量
(3)　従事している業務の進捗状況
(4)　社員の健康状態・能力・業務成績・勤務態度
(5)　会社の経営状況
４　契約更新を行わない場合には、満了日をもって自動退職とする。
５　更新上限の有無（　無　　有（更新〇回まで／通算契約期間〇年まで））	Comment by 田中　晃貴: 「更新上限の有無」について、労働基準法施行規則改正に伴い、契約・更新（令和6年4月1日以降）の際には明示が必要です。

※最初の契約締結より後に更新上限の新設・短縮を行う場合には、あらかじめ「更新上限を設定する・短縮する理由」を労働者に説明することが必要です。説明の方法は法律上特定されていませんが、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等を行う方法が基本となります。

	
	【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】	Comment by 田中　晃貴: 令和6年4月1日以降、「通算契約期間が5年を超えるタイミング（無期転換申込権が発生し得る契約）」から、左記の明示が必要です。

※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、「更新の都度」左記の明示が必要になります。
本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日（〇年〇月〇日）から、無期労働契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（　有　　無　）

	就業の場所
	（雇入れ直後）　　本社（東京都○○○○1-1-1）
（変更の範囲）　　甲の定める就業場所	Comment by 田中　晃貴: 「就業の場所」の「変更の範囲」について、労働基準法施行規則改正に伴い、契約・更新（令和6年4月1日以降）の際には明示が必要です。

範囲の制限をしない場合には、「会社の定める就業場所」としておくことが可能です。

※ただし、配置変更がない有期雇用労働者やパートアルバイトに「会社定める就業場所」と安易に定めることはお勧めしません。同一労働同一賃金対応として「職務の内容・配置変更の範囲」に違いがあることを明確にするため、配置変更がない者には変更の範囲を限定すべきです。以下、「業務の内容」も同様です。

	従事すべき
業務の内容
	（雇入れ直後）　　○○○○業務
（変更の範囲）　　甲の定める業務全般	Comment by 田中　晃貴: 「業務の内容」の「変更の範囲」について、労働基準法施行規則改正に伴い、契約・更新（令和6年4月1日以降）の際には明示が必要です。

範囲の制限をしない場合には、「会社の定める業務全般」としておくことが可能です。

	始業終業の時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無に関する事項
	１　通常勤務　始業　午前○○時○○分　終業　午後○○時○○分
　　　ただし、○曜日は始業　午前○時○○分　終業　午後○○時○○分
会社都合により始業時刻、終業時刻は変わることがある。
２　休憩時間　１時間　（原則として正午から午後１時まで）
３　所定時間外労働の有無　　有
業務の都合により、所定外労働または休日労働を命ずることがある。

	休　　　日
	１　毎週土曜日、日曜日
２　国民の祝日および休日
３　その他、甲が特に定める日

	休　　　暇
	１　年次有給休暇 （入社後６か月を経過し、全労働日の８割以上
勤務した者には10日を与える。その後は労働基準法通り）

	賃　　　金
	１　基本賃金　　月給制　　○○○○円、時給制　○○○円
２　法定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
    イ　法定時間外　25％
　　　　※１か月の法定時間外労働が60時間を超えたときは、当該超過時間に対する法定時間外の割増賃金率を50％とする。
　　ロ　休日　法定休日：35％、法定外休日：25％
　　ハ　深夜　25％
３　賃金締切日　　　（ 毎月○○日 ）
[bookmark: _Hlk156490654]４　賃金支払日　　　（ 当月○○日※支給日が金融機関の休日にあたるときは、その前日に繰り上げて支給する ）
５　賃金支払の方法　（ 指定銀行口座への振込とする ）
６　賃金支払時の控除（ 源泉税・社会保険料 ・その他労使協定による ）
７　昇　給　　　　　（　有　無  ）※契約更新時、賃金改定（昇給、降給、現状維持）が行われる場合がある	Comment by PC05: パートアルバイト（一週間の所定労働時間が通常の労働者より短い者）や有期雇用契約者の場合は、「昇給、賞与、退職金の有無」についての明示が必要です。
８　賞　与　　　　　（　有　無  ）
９　退職金　　　　　（　有　無　）
１０　交通費　　　　（　甲の規定により支給　）

	退職に関する事項
	１　自己都合退職の手続（退職する１か月前までに届け出ること）
２　解雇の事由及び手続（就業規則に定める通り）

	機密保持
	乙は、業務遂行の過程で知り得た業務上の秘密、顧客の個人情報他、甲の秘密を保持し、在職中は勿論、退職後も第三者にこれを一切漏洩及び開示してはならない。

	そ　の　他
	１　社会保険の適用　（　健康保険　　厚生年金保険　）
２　労働保険の適用  （　労災保険　　雇用保険　） 
３　次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違（内容・理由）等について説明を求めることができる。	Comment by 田中　晃貴: 令和8年10月以降、パートアルバイト（一週間の所定労働時間が通常の労働者より短い者）や有期雇用契約者の場合は、「通常の労働者（正社員等）との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」の明示が必要です。

左記「通常の労働者」は「正社員」などの表記に置き換え可能です。

パートタイム・有期雇用労働法第１４条第２項の規定により、事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者から求めがあったときは、当該労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければなりません。このような説明を求めることができることを短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する義務があります。
　　部署名　　○○○○部　　　　　　担当者氏名　○○○○　　　　　
（連絡先　○○－○○○○－○○○○　）
４　雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口	Comment by PC05: パートアルバイト（一週間の所定労働時間が通常の労働者より短い者）や有期雇用契約者の場合は、「相談窓口」についての明示が必要です。

※「無期転換」についても相談できる体制を構築してください。
　　部署名　　○○○○部　　　　　　担当者氏名　○○○○　　　　　
（連絡先　○○－○○○○－○○○○　）
５　本契約のほか乙の就業に関する事項は、就業規則による。
６　就業規則を確認できる場所や方法（　　　　　　　　　　　　　　　）



この契約の成立を証し、本契約書二通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各々一通を保管する。

　　　年　　月　　日

甲	
　　　　　　　　　　　　　　 印


乙	
	
　　　　　　　　　　　　印
